
（非工業的業種）　　

＊詳細は、法(労働安全衛生法)、令(施行令)、安衛則(労働安全
　 衛生規則)等の各条項を参照下さい。

【手引き１】安全衛生管理組織の管理者等の選任すべき事業場について

業　　　　　種
総括安全衛生管理者の選任
が必要な事業場規模(法第
10条、令第2条)

安全管理者の選任が必要な
事業場規模(法第11条、令
第3条)

安全衛生推進者の選任が必
要な事業場規模(法第１２
条の２)

各種商品卸小売業、家具･建
具･什器卸小売業､燃料小売
業､旅館業､ゴルフ場業

常時使用労働者
300人以上

その他の非工業的業種 1,000人以上 －
上記規模の事業場は「衛生
推進者」の選任が必要

衛生管理者(法第12条、令第4条)、産業医(法第13条、令第5条)は、事業場規模50人以上の全業種に選任義務が
あります。

衛生推進者( 法第12条の2)は、規模10人以上50人未満の事業場で、安全衛生推進者を選任すべき業種以外の業種
（商業（一部を除く）、金融・広告業、映画・演劇業、教育・研究業、保健衛生業、接客娯楽業（一部を除く）、その他の事
業）で選任義務があります。

【手引き２】各管理者等の職務について

総括安全衛生管理者の職務　（法第10条）
１．労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
２．労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
３．健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
４．労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること。
５．その他労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの。
　(1)安全衛生に関する方針の表明に関すること。
　(2)法第28条の2第１項の危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)及びその結果に基づき講ずる措置
　　に関すること。
　(3)安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
安全管理者の職務　（法第11条、安衛則6条）
１．上記総括安全衛生管理者の職務のうち、安全に係る技術的な事項を管理すること。
２．作業場等を巡視し､設備､作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、必要な措置を講ずること。
衛生管理者の職務　（法第12条、安衛則11条）
１．上記総括安全衛生管理者の職務のうち、衛生に係る技術的な事項を管理すること。
２．尐なくとも毎週１回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ち
　に、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を構ずること。
産業医の職務　（法第13条）
１．健康診断及び面接指導(法第66条の8)等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するた
　めの措置に関すること。
２．作業環境の維持管理に関すること。
３．作業の管理に関すること。
４．上記に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること(メンタルヘルスを含む)。
５．健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
６．衛生教育に関すること。
７．労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
安全衛生推進者・衛生推進者の職務　（法第12条の2）

１．総括安全衛生管理者の職務に関する事項と同じ

【手引き３】安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会について

業　　　　　種 安全委員会の設置が必要な事業場

各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家
具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業

（法第17条）
（令第8条）

衛生委員会は、事業場規模50人以上の全業種に設置義務があります。(法第18条、令第9条)
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１．安全と衛生の２つの委員会を設ける義務があるときには、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委
　員会を設けることができます(法第19条)。
２．委員会の構成員数は、事業場の規模、作業の実態に即し、適宜に決定すべきものですが、委員の半数は労
　働組合、組合のないとき労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名します(法第17・18条)。
３．安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会は、毎月１回以上開催し、議事で重要なものに係る記録を作
　成し、これを３年間保存する必要があります(安衛則第23条)。
４．安全又は衛生委員会の設置義務のない事業場は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見
　を聞くための機会を設けるようにしなければなりません(安衛則第23条の2)。

【手引き４】安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会の調査審議事項について

安全委員会調査審議事項　(法第17条、安衛則第21条)
１．労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
２．労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
３．その他労働者の危険の防止に関する重要事項
　(1)安全に関する規程の作成に関すること。
　(2)法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)及びその結果に基づき講ずる措置の
　　うち、安全に係るものに関すること。
　(3)安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
　(4)安全教育の実施計画の作成に関すること。
　(5)労働基準監督官等から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に
　　関すること。
衛生委員会調査審議事項　(法第18条、安衛則第22条)
１．労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
２．労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
３．労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
４．その他労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
　(1)衛生に関する規程の作成に関すること。
　(2)法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)及びその結果に基づき講ずる措置の
　　うち、衛生に係るものに関すること。
　(3)安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
　(4)安全教育の実施計画の作成に関すること。
　(5)化学物質の有害性の調査及びその結果に対する対策の樹立に関すること。
　(6)作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
　(7)健康診断の結果に対する対策の樹立に関すること。
　(8)労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
　(9)長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
　(10)労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。(メンタルヘルス対策を含む。)
　(11)労働基準監督官等から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の
　　防止に関すること。

【手引き５】作業主任者について

点検表の作業主任者一覧(一部抜粋)以外の作業主任者について　(法第14条、令第6条、安衛則第16条)

１．高圧室内作業主任者
２．ガス溶接作業主任者
３．エックス線作業主任者
４．ガンマ線透過写真撮影作業主任者
５．乾燥設備作業主任者
６．有機溶剤作業主任者
７．特定化学物質等作業主任者
８．鉛作業主任者
９．四アルキル鉛等作業主任者

10．ずい道等の覆工作業主任者
11．採石のための掘削作業主任者
12．船内荷役作業主任者
13．型枠支保工の組立て等作業主任者
14．足場の組立て等作業主任者
15．建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者
23．石綿作業主任者

（※一部抜粋です）
作業主任者の職務事項等について　(各安衛則該当条文、各特別規則該当条文)
１．職務事項は、作業の性質に応じて各規則において定められている。概要は下記のとおり。
　(1)作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。　(2)取り扱う機械及びその安全装置を点検すること。
　(3)取り扱う機械及びその安全装置に異常を認めた場合は、直ちに必要な措置を講ずること。
　(4)作業中、器具、工具等の使用状況を監視すること。
２．作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる職務事項を作業場の見やす
　い箇所に掲示する等により周知すること(安衛則第18条)。
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【手引き６】就業制限業務等について

点検表の資格一覧(一部抜粋)以外の免許について　（法第61条、令第20条）
１.発破技士免許 ２.揚貨装置運転士免許 ３.ボイラー溶接士免許 ４.ボイラー整備士免許 ５.潜水士免許

点検表の資格一覧(一部抜粋)以外の技能講習について　（法第61条、令第20条）
１．ショベルローダー等運転　　　２．不整地運搬車運転　　　　３．高所作業車運転

安全衛生教育のうち特別教育を必要とする業務について(一部抜粋以外)　（法第59条、安衛則第36条）

１．高圧充電電路、低圧充電部露出開閉器操作
２．移動式クレーン運転業務（つりあげ荷重１㌧未満）
３．１㌧未満のショベルローダー等の運転の業務
４．１㌧未満の不整地運搬車の運転業務
５．コンクリートポンプ車等の作業装置の操作
６．１０メートル未満の高所作業車の運転の業務
７．巻き上げ機の運転の業務
８．小型ボイラーの取扱の業務

９．ゴンドラの操作の業務
10．空気圧縮機を運転する業務
11．四アルキル鉛等業務
12．酸欠危険場所における作業に係る業務
13．特殊化学設備の取扱、整備、修理の業務
14．エックス線装置等の撮影の業務
15．空気圧縮機を用いてタイヤに充填する業務

【手引き７】特定自主検査について

次の機械については、一定の資格をもつ者が行う特定自主検査が必要です(法第45条、令第13条、令第15条)。

１．動力により駆動されるプレス機械
２．フォークリフト
３．不整地運搬車
４．作業床の高さが２ｍ以上の高所作業車
５．以下の建設用機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
　(1)整地・運搬・積込み用機械
　(2)掘削用機械
　(3)基礎工事用機械
　(4)締固め用機
　(5)コンクリート打設用機械

【手引き８】健康診断について

定期健康診断は１年以内に一回実施することが必要ですが、次の特定業務に従事する労働者に対しては、６ヶ月に一
回定期に健康診断(項目は一部省略可)を実施する必要があります(法第66条、安衛則第45条)。

１．多量の高熱物体、暑熱な場所における業務
２．多量の低温物体、寒冷な場所における業務
３．有害放射線にさらされる業務
４．じんあい又は粉末を著しく飛散する場所における
　　業務
５．異常気圧下における業務
６．身体に著しい振動を与える業務
７．重量物の取扱い等重激な業務

８．強烈な騒音を発する場所における業務
９．坑内における業務
10．深夜業を含む業務
11．水銀、塩酸等の有害物を取り扱う業務
12．鉛、塩酸等有害物のガス、蒸気又は粉じんの発散
　　する場所における業務
13．病原体によって汚染されるおそれが著しい業務
14．その他厚生労働大臣が定める業務

有害な業務で特殊健康診断が必要な業務　(法第66条、令第22条、各特別規則該当条文)

業務名 時期 業務名 時期

１．有機溶剤業務
　　　 (有機則第29条)

６ヶ月毎 ５．高圧室内業務
　　　(高圧則第38条)

６ヶ月毎

２．鉛業務
　　　 (鉛則第53条)

６ヶ月毎
一部１年毎

６．潜水業務
　　　(高圧則第38条)

６ヶ月毎

３．四アルキル鉛業務
　　 (四アルキル則第22条)

３ヶ月毎 ７．放射線業務
　　　(電離則第56条)

６ヶ月毎

４．特定化学物質取扱業務
　　　 (特化則第39条)

６ヶ月毎 ８．粉じん業務
　　(じん肺法第7～9条の２）

３年毎又は
 １年毎

１．常時５０人以上の労働者を使用する事業者は、健康診断を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果
　報告書を提出すること(法第66条、安衛則第52条)。
２．特殊健診を行ったときには、遅滞なく当該健康診断結果報告書を提出すること。また、粉じん作業を行
　う事業においては毎年じん肺健康管理実施状況報告を提出すること(法第66条、各特別規則該当条文)。
３．特殊健康診断結果についても、労働者本人に通知すること(法66条の6)。
４．定期健康診断等の結果、異常な所見を有すると判断された労働者等であって医師が必要と認める者に対
　して医師または保健師による保健指導（日常生活面での指導、健康管理に関する情報の提供、再検査又は
　精密検査の受診勧奨、治療を受けることの勧奨等）を行うよう努めること（法66条の7）。

４Ｓ活動 リスクアセスメントの主な実施方法指差し呼称ハインリッヒの法則図 ヒヤリ・ハット報告3



リスクアセスメント
　労働災害の防止のためには、職場に存在する無数の不安全
な状態や不安全な行動のうち、労働災害防止の観点から優先
順位をつけ、重要性の高いものから効率的に改善を進めてい
くことが有効です。これを系統的に進めていく手法がリスク
アセスメントです。その手順は次のとおりです。

　リスクアセスメントについては、平成17年11月の労働安全
衛生法の改正に伴いその実施が努力義務化されました。これ
に伴いリスクアセスメントの基本的な考え方及び実施事項に
ついて「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」が示さ
れています。

危険予知活動「Ｋ（キケン）、Ｙ（ヨチ）Ｋ（カツドウ）」
　危険予知活動とは、現場で作業を開始する前に、その作業に伴
う危険に関する情報をお互いに出し合い、話し合って共有化し、
その危険のポイントと行動目標を定め、指差し呼称を行って安全
を確認してから行動する、というものです。
　指差し呼称は、作業を安全に誤りなく進めるために、作業の要
所要所で確認すべき対象をしっかり見つめ、腕を伸ばし、指を指
し「スイッチオン　ヨシ！」「右ヨシ、左ヨシ、前方ヨシ！」等
とはっきりとした声で唱えて確認することです。指差し呼称に
よって私たちの意識が正常でクリアな状態にギア・チェンジさ
れ、集中力が高まり、「うっかり、ぼんやり」などのヒューマン
エラーによる事故を防ぐことにつながります。その効果は非常に
大きく、何もしない場合に比べ誤りの発生率が1/6になるとのデー
タも明らかになっています。

ヒヤリハット活動
　事故と災害との関連を具体的に示したものとしては、ハイ
ンリッヒの「１：２９：３００の法則」があります。これは
「１件の重い災害があったとすると、軽傷災害が29件、傷害
のない事故が３００件起きている」というもので、さらに３
００回の無傷害事故の背後には、多くの不安全行動・不安全
状態があることが指摘されています。
　ヒヤリ・ハット活動とは、労働災害の背景にある多くの不
安全行動・不安全状態（ヒヤリ・ハット事例）を明らかに
し、災害を未然に防ぐための取組です。

【手引き９】各種安全衛生活動について ４Ｓ活動 リスクアセスメントの主な実施方法指差し呼称ハインリッヒの法則図 ヒヤリ・ハット報告

４Ｓ活動
４Ｓは「整理、整頓、清掃、清潔」の頭文字を取ったもので、４Ｓ

活動とは、職場内でそれらを実践することによって、職場内に潜む問

題点を明らかにしようとするものです。

「躾(しつけ)」を加え５Ｓ活動として実施する場合もあります。

改善提案活動
機械・設備や作業方法についての安全上の問題点とその対策につい

て、職場から提案してもらう活動です。作業者から安全についての提

案を求めることは、具体的な安全対策を立てる上で役立つのみならず、

提案の過程を通じ個々人の安全意識を向上させることができます。

無数の不安全行動

不安全状態

リスクアセスメントの主な実施方法

指差し呼称

ハインリッヒの法則図

ヒヤリ・ハット報告

① 労働者の就業に係る危険性又は有害性の特定

② ①により特定された危険性又は有害性によって生ずるおそれの

ある負傷または疾病の重篤度及び発生する可能性の度合い

（リスク）の見積もり

③ ②の見積もりに基づくリスクを低減するための優先度の設定及

びリスクを低減するための措置
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